
令和　７年　５月２１日

（株）みたこ土建

鳥取県米子市八幡４８６ー１

令和７年度北条道路整備工事

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　４月２３日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

９７，９００，０００円（税込み）

　＋　１３２，０００円（税込み）

９８，０３２，０００円（税込み）

「令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に
係る取扱いについて」（令和７年２月１９日付け国中整契第３２０号、国中整
技管第１４９号、国中整施企第９５号、国中整情技第１６１号）に基づく令和
７年４月適用の積算基準による請負代金の変更。

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内の整
備工事を行うものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）


	変更契約の内容

